
第１７号議案 

第

十

七

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

住

ま

い

の

改

造

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

二

十

四

年

二

月

二

十

日
 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見 

  



第１７号議案 

 
 

 

江

戸

川

区

住

ま

い

の

改

造

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

住

ま

い

の

改

造

助

成

条

例

（

平

成

二

年

十

月

江

戸

川

区

条

例

第

三

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

一

条

中

「

車

い

す

等

」

を

「

車

椅

子

等

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

条

第

一

項

第

二

号

中

「

身

体

障

害

者

手

帳

」

を

「

六

歳

以

上

で

、

身

体

障

害

者

手

帳

」

に

改

め

る

。

 

 

第

三

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 

（

助

成

額

）

 

第

三

条

 

助

成

額

は

、

住

ま

い

の

改

造

工

事

に

要

す

る

費

用

の

額

（

以

下

「

工

事

費

用

」

と

い

う

。

）

の

九

割

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

に

つ

い

て

の

助

成

額

は

、

工

事

費

用

の

全

額

と

す

る

。

 

 

一

 

生

活

保

護

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

に

基

づ

き

保

護

を

受

け

て

い

る

こ

と

。

 

 

二

 

助

成

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

及

び

そ

の

者

と

同

一

の

世

帯

（

同

一

の

世

帯

と

同

様

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

者

を

含

む

。

）

に

属

す

る

全

て

の

者

に

つ

い

て

、

申

請

日

の

属

す

る

年

度

（

申

請

日

の

属

す

る

月

が

四

月

か

ら

六

月

ま

で

の

場

合

に

あ

っ

て

は

、

前

年

度

）

分

の

特

別

区

民

税

又

は

市

町

村

民

税

が

課

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

。

 

３

 

前

二

項

の

工

事

費

用

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

規

定
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す

る

額

を

控

除

し

た

額

と

す

る

。

 

一
 

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

の

規

定

に

よ

り

、

居

宅

介

護

住

宅

改

修

費

又

は

介

護

予

防

住

宅

改

修

費

（

以

下

「

住

宅

改

修

費

」

と

い

う

。

）

が

支

給

さ

れ

た

と

き
 

当

該

改

修

に

要

す

る

費

用

の

額

（

住

宅

改

修

費

支

給

限

度

基

準

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

基

準

額

）

 

二

 

障

害

者

自

立

支

援

法

（

平

成

十

七

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

の

規

定

に

よ

り

、

江

戸

川

区

が

実

施

す

る

地

域

生

活

支

援

事

業

と

し

て

日

常

生

活

用

具

給

付

（

設

備

改

善

に

限

る

。

以

下

同

じ

。

）

を

受

け

た

と

き

 

当

該

給

付

に

要

す

る

費

用

の

額

（

日

常

生

活

用

具

給

付

を

受

け

る

に

当

た

っ

て

適

用

さ

れ

る

基

準

額

を

超

え

る

と

き

は

、

当

該

基

準

額

）

 

 
 

 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

住

ま

い

の

改

造

の

助

成

額

に

つ

い

て

改

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


